
議案第13号 

朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

  令和２年２月27日提出 

                          朝来市長 多 次 勝 昭  

提案理由要旨 

新たに設置する朝来市公正職務審査会、朝来市介護保険事業計画等審議会、朝来市健

幸づくり推進協議会及び朝来市学校運営協議会の委員報酬額を朝来市報酬等審議会の

答申に基づき定めるため、所要の条例整備をしようとするものです。 

  



朝来市条例第 号 

朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年朝来市条例第63号）

の一部を次のように改正する。 

 別表中 「      

   企業奨励措置審査会 委員 日額 9,000円  

      」を 

「       

 企業奨励措置審査会 委員 日額 9,000円   

 公正職務審査会 委員 日額 9,000円   

 介護保険事業計画等審議会 委員 日額 9,000円   

 健幸づくり推進協議会 委員 日額 9,000円   

 学校運営協議会 委員 日額 9,000円   

     」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

議案第 13号資料 

 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 

別表（第２条関係） 

  報酬額表 

区分 報酬の額 

    

 （略）  

    

企業奨励措置

審査会 

委員 日額 9,000円 

スポーツ推進

委員 

委員 年額 50,000円 

    

 （略）  

    
 

別表（第２条関係） 

  報酬額表 

区分 報酬の額 

    

 （略）  

    

企業奨励措置

審査会 

委員 日額 9,000円 

公正職務審査

会 

委員 日額 9,000円 

介護保険事業

計画等審議会 

委員 日額 9,000円 

健幸づくり推

進協議会 

委員 日額 9,000円 

学校運営協議

会 

委員 日額 9,000円 

スポーツ推進

委員 

委員 年額 50,000円 

    

 （略）  
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